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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化

に関する特別措置法施行規程の一部を改正する告示について

今般、国土交通省告示第９０５号により、別添のとおり、特定地域及び準特定地

域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施

行規程が改正されましたので、ご通知いたします。

なお、本改正は準特定地域として、千葉県北総交通圏、群馬・埼玉県中・西毛交

通圏、群馬県東毛交通圏、福岡県大牟田市が指定され、北海道旭川交通圏、愛知県

尾張西部交通圏の指定を解除するとともに指定期間が令和７年９月３０日までとさ

れていた地域について指定期間を延長するものです。












